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法
務
省
な
ど
の
名
称
を
不
正
に

使
用
し
た
は
が
き
が
届
い
た
と
い

う
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
「
総
合
消
費
料
金
未
納
分
訴
訟

最
終
通
知
書
」
、
「
少
額
消
費
料

金
未
納
に
関
す
る
訴
訟
最
終
告
知

の
お
知
ら
せ
」
な
ど
と
題
し
、
和

解
金
や
弁
護
士
の
紹
介
費
用
と
し

て
金
銭
を
要
求
す
る
架
空
請
求
は

が
き
の
郵
送
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
差
出
人
は
「
法
務
省
管
轄
支
局

民
事
訴
訟
管
理
セ
ン
タ
ー
」
や

「
国
民
訴
訟
通
達
管
理
セ
ン
タ

ー
」
な
ど
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
団
体
は
公
的
機
関

と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
架

空
請
求
は
が
き
に
書
か
れ
て
い
る

電
話
番
号
に
は
絶
対
に
連
絡
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。

　
不
安
に
感
じ
た
り
、
対
処
に
困

っ
た
場
合
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
に

す
ぐ
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
市
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
（
保
健
福
祉
会
館

４
階
、
☎
40
１
１
１
２
）
へ
。

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
に
よ
る

全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
は
、
大
雨
や
地

震
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
情
報
な
ど

の
緊
急
情
報
を
国
が
送
信
す
る

シ
ス
テ
ム
で
、
市
町
村
の
防
災

行
政
無
線
や
防
災
ラ
ジ
オ
の
ほ

か
、
携
帯
電
話
会
社
に
よ
る
緊

急
速
報
メ
ー
ル
な
ど
が
連
動
し

て
、
瞬
時
に
情
報
を
伝
達
し
ま

す
。

　
今
回
、
国
が
行
う
全
国
一
斉

情
報
伝
達
訓
練
に
合
わ
せ
て
、

市
で
も
防
災
行
政
無
線
（
新

里
・
黒
保
根
町
）
と
防
災
ラ
ジ

オ
を
連
動
さ
せ
て
、
自
動
起
動

放
送
に
よ
る
情
報
伝
達
訓
練
を

行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
最
近
の
国
際
情
勢
を

踏
ま
え
、
今
回
の
訓
練
放
送
以

外
に
も
試
験
放
送
を
行
う
場
合

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
際
に
は
、

防
災
行
政
無
線
や
Ｆ
Ｍ
桐
生
の

放
送
の
ほ
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

情
報
伝
達
訓
練

期
日
＝
11
月
14
日
（
火
）

時
間
＝
午
前
11
時
か
ら

架
空
請
求
は
が
き
に
注
意
　

　
平
成
29
年
秋
季
全
国
火
災
予
防

運
動
が
11
月
９
日
（
木
）
か
ら
15

日
（
水
）
ま
で
の
７
日
間
全
国
一

斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
29
年
度
の
全
国
統
一
防
火

標
語
は
「
火
の
用
心
　
こ
と
ば
を

形
に
　
習
慣
に
」
で
す
。

　
期
間
中
、
消
防
本
部
は
、
事
業

所
な
ど
の
立
入
検
査
や
火
災
予
防

の
広
報
を
実
施
し
ま
す
。
消
防
団

や
婦
人
消
防
隊
は
、
担
当
地
区
内

の
家
庭
を
訪
問
し
て
、
火
災
予
防

を
呼
び
掛
け
ま
す
。

　
ま
た
、
黒
保
根
町
で
は
、
午
前

７
時
と
午
後
７
時
に
火
災
予
防
の

た
め
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
の

で
、
火
災
と
間
違
え
な
い
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
消
防
本
部
予

防
課
指
導
係
（
☎
47
１
７
０
３
）
へ
。

●
災
害
情
報
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
消
防
本
部
で
は
、
火
災
な
ど

の
災
害
が
発
生
し
た
際
、
災
害

情
報
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
（
☎

０
１
８
０
‐
９
９
‐
２
２
３
３
）

の
自
動
音
声
で
出
火
場
所
な
ど
の

情
報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
消
防
本
部
通

信
指
令
課
（
☎
47
１
７
０
０
）
へ
。

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

放
送
内
容

●
新
里
・
黒
保
根
町
の
防
災
行

政
無
線

「
こ
ち
ら
は
、
防
災
新
里
（
黒

保
根
）
で
す
。
」
、「
こ
れ
は
、

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
。」

（
３
回
繰
り
返
し
ま
す
。）

●
桐
生
市
防
災
ラ
ジ
オ

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ

ス
ト
で
す
。
」
（
３
回
繰
り
返

し
ま
す
。
）

　緊
急
告
知
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
（
防

災
ラ
ジ
オ
）
を
頒
布
し
て
い

ま
す

　
市
で
は
、
災
害
時
の
情
報
伝

達
手
段
の
一
つ
と
し
て
「
緊
急

告
知
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
」
（
防
災
ラ

ジ
オ
）
を
有
償
（
１
０
０
０

円
）
で
頒
布
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
防
災
ラ
ジ
オ
は
、
電
源

が
入
っ
て
い
な
い
状
態
で
も
緊

急
放
送
の
信
号
を
受
信
し
て
、

自
動
的
に
最
大
音
量
で
情
報
を

流
し
た
後
に
、
自
動
で
電
源
が

切
れ
ま
す
。

　
緊
急
放
送
が
終
了
し
て
も
防

災
ラ
ジ
オ
が
止
ま
ら
な
い
場
合

は
、
一
度
、
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ

て
か
ら
電
源
を
切
る
と
止
ま
り

ま
す
。

　
も
し
も
に
備
え
、
防
災
ラ
ジ

オ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

もしものときに備えて
　問い合わせは、安全安心課防災係（☎内線
415）へ。

は
が
き
に
書
か
れ
た
電
話
番
号
に
は
絶
対
に
連
絡
し
な
い
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都
市
計
画
法
に
基
づ
い
て
定
め

て
い
る
地
区
計
画
（
３
地
区
）
の

変
更
に
あ
た
り
、
原
案
の
閲
覧
お

よ
び
公
聴
会
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
本
件
変
更
は
関
係
法
令

の
変
更
な
ど
に
基
づ
く
字
句
な
ど

の
修
正
の
た
め
、
規
制
の
主
旨
に

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
変
更
す
る
地
区
計
画
の
名
称

①
桐
生
都
市
計
画
桐
生
駅
周
辺
地

区
地
区
計
画

②
桐
生
都
市
計
画
新
堀
地
区
地
区

計
画

③
新
里
都
市
計
画
桐
生
武
井
西
工

業
団
地
地
区
地
区
計
画

●
原
案
の
閲
覧

期
間
＝
11
月
８
日
（
水
）
～
22
日

（
水
）
※
土・日
曜
日
を
除
く

時
間
＝
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分

　
河
川
な
ど
で
の
油
流
出
事
故

は
、
私
た
ち
の
生
活
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　
家
庭
で
使
用
し
た
油
は
、
地

域
の
公
民
館
で
実
施
し
て
い
る

廃
食
用
油
の
回
収
に
協
力
し
て

い
た
だ
き
、
側
溝
や
下
水
道
に

流
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。

　
事
業
所
で
使
用
し
た
油
は
、

廃
棄
物
処
理
業
者
に
よ
る
適
正

な
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
油
の
流
出
を
発
見
し
た
ら
、

被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た

め
、
直
ち
に
環
境
課
環
境
保
全

係
（
☎
内
線
３
１
８
）
、
消

防
本
部
（
☎
47
１
７
０
０
）
、

群
馬
県
東
部
環
境
事
務
所

（
☎
０
２
７
６
‐
３
１
‐

２
５
１
７
）
、
桐
生
警
察
署

（
☎
43
０
１
１
０
）
な
ど
の
関

係
機
関
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
環
境
課
環

境
保
全
係
（
☎
内
線
３
１
８
）

へ
。 廃油を河川に流

さないでください

　固定資産税は、毎年１月１日を基準日として
課税します。
　平成29年中に、建物の全部か一部を取り
壊したときは、滅失届けを提出してください。
12月31日までに取り壊した建物には、来年度
から固定資産税は課税されません。
　また、店舗や工場などから住宅に利用状況が
変わった場合などは、固定資産税の算定方法が
変わる場合がありますので、必ず届け出てくだ
さい。
　問い合わせは、税務課家屋担当（☎内線
232・233）へ。

建物を取り壊したら
必ず届け出を

　
野
外
焼
却
の
苦
情
や
問
い
合
わ

せ
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
野
外
で
の
ご
み
の
焼
却
は
原
則

と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ド
ラ
ム
缶
や
ブ
ロ
ッ
ク
積
み
、

穴
な
ど
で
の
野
外
焼
却
は
、
発
生

す
る
煙
が
大
気
汚
染
や
悪
臭
を
引

き
起
こ
し
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
周
辺
環
境
が
悪

化
し
、
「
煙
が
目
に
し
み
る
」
、

「
に
お
う
」
、
「
洗
濯
物
が
干
せ

な
い
」
な
ど
、
住
民
の
迷
惑
に
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
野
焼
き
は
焼
却
温
度
が

低
い
た
め
、
燃
や
す
も
の
に
よ
っ

て
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
の
有
害

物
質
の
発
生
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　
例
外
的
に
、
農
作
物
の
病
害
虫

防
除
な
ど
や
一
時
的
で
小
規
模
な

も
の
な
ど
に
つ
い
て
は
、
野
外
で

の
焼
却
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

苦
情
が
あ
っ
た
場
合
は
、
行
政
指

導
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
環
境
課
環

境
保
全
係
（
☎
内
線
３
１
４
）

ま
た
は
、
群
馬
県
東
部
環
境
事

務
所
（
☎
０
２
７
６
‐
３
１
‐

２
５
１
７
）
へ
。

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

野
外
で
の
ご
み
の
焼
却

都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
関
す
る

原
案
の
閲
覧
及
び
公
聴
会

閲
覧
場
所
＝
都
市
計
画
課
（
市
役

所
５
階
）

●
公
聴
会

　
11
月
29
日
（
水
）
午
後
１
時
30

分
か
ら
市
役
所
３
階
の
３
０
１
会

議
室
で
開
催
し
ま
す
。
公
述
を
希

望
す
る
人
は
、
公
述
申
出
書
を
11

月
22
日
（
水
）
ま
で
に
都
市
計
画

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
公
述
希
望
が
な
い
場
合
、
公
聴

会
は
中
止
と
な
り
、
11
月
27
日

（
月
）
に
公
聴
場
所
お
よ
び
閲
覧

場
所
で
そ
の
旨
を
掲
示
し
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
都
市
計
画
課

計
画
係
（
☎
内
線
７
４
４
）
へ
。

固定資産税の課税に影響します

都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
関
す
る

原
案
の
閲
覧
及
び
公
聴
会
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　平成30年度桐生市ごみと再生資源の収集カレンダ
ーに掲載する広告を募集します。
　ごみ収集カレンダーは、６種類6万3,000枚作成さ
れ、市内全世帯へ毎戸配布されます。
広告の掲載規格
　１枠縦25ミリメートル、横94ミリメートル
募集枠数・掲載料
　３枠・１枠５万4,000円（税込み）
申し込み
　12月１日（金）から14日（木）までに、申込用紙
に必要事項を記入し、広告原稿を添えて直接、清掃
センターへ。なお、掲載の可否については、審査が
あります。申込用紙と要綱などは、清掃センター清
掃係のほか市ホームページにあります。
　問い合わせは、清掃センター清掃係（☎74‐
1014）へ。

ごみと再生資源の収集
カレンダーの広告を募集

　公用封筒に掲載する広告を募集します。
広告の掲載規格
　１枠縦40ミリメートル、横90ミリメートル、黒１
色で封筒裏面に掲載
募集枠数・掲載料
　４枠・１枠20万3,040円（税込み）
封筒の規格・作成枚数
　長形３号（120ミリメートル×235ミリメート
ル）・10万枚
使用期間
　納品された封筒を市が使用開始してから、在庫が
なくなるまで
応募条件
　納付すべき市税などを滞納していないこと
申し込み
　11月22日（水）までに、申込用紙に必要事項を記
入し、直接、市役所７階の情報管理課へ。広告掲載
基準、掲載の順位などは、桐生市公用封筒広告掲載
要綱をご覧ください。
　申込用紙と桐生市広告掲載要綱は、情報管理課の
ほか市ホームページにあります。
　問い合わせは、情報管理課文書・情報公開担当
（☎内線773）へ。

公用封筒の広告を募集

　児童手当・児童扶養手当の通知などを発送する封
筒に掲載する有料広告を募集します。
広告の掲載規格
　１枠縦40ミリメートル、横90ミリメートル、黒１
色で封筒裏面に掲載
募集枠数・掲載料
　４枠・１枠5万1,200円（税込み）
封筒の規格・作成枚数
　長形３号（120ミリメートル×235ミリメート
ル）・1万6,000枚
使用期間
　平成30年４月上旬から在庫がなくなるまで（約１年間）
応募条件
　納付すべき市税など滞納していないこと
申し込み
　11月24日（金）までに、申込用紙に必要事項を記
入し、直接、市役所１階の子育て支援課へ。広告掲
載基準、掲載の順位などは、桐生市公用封筒広告掲
載要綱をご覧ください。
　申込用紙と桐生市公用封筒広告掲載要綱は、子育
て支援課のほか市ホームページにあります。
　問い合わせは、子育て支援課子育て支援係（☎内
線308）へ。

児童手当・児童扶養手当
業務用封筒の広告を募集

　平成30・31年度建設コンサルタント入札参加資格
申請を電子申請で受け付けます。
　参加を希望する業者は、必ず申請の手続きをして
ください。
申請
　ぐんま電子入札共同システムのホームページ
（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/）
から行ってください。
　新規登録の場合は、予備登録と本登録の手続きが
必要です。
受付期間
　12月４日（月）から22日（金）まで
受付時間
　午前９時から午後５時まで（土・日曜日を除く）
　問い合わせは、契約検査課工事検査担当（☎内線
553）へ。

建設コンサルタント入札
参加資格申請の受け付け
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